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目

次

公
安
委
員
会

○
青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則

(

総

務

課)

…

�

○
青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警

務

課)

…

�

○
青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

交
通
規
制
課)

…

�

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
文
書
管
理
規
則

(

平
成
十
三
年
六
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則

(

第
一
条
―
第
四
条)

第
二
章

行
政
文
書
の
管
理
体
制

(

第
五
条
―
第
八
条)

第
三
章

行
政
文
書
の
管
理

(

第
九
条
―
第
十
八
条)

第
四
章

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄

(

第
十
九
条
―
第
二
十
三
条)

第
五
章

雑
則

(

第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条)

附
則

第
一
章

総
則

(

目
的)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
青
森
県
情
報
公
開
条
例

(

平
成
十
一
年
十
二

月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号
。
以
下

｢

情
報
公
開
条
例｣

と
い
う
。)

の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
用

に
資
す
る
と
と
も
に
、
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
政
文
書

の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

行
政
文
書

情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書

(

特
定
歴
史
公
文
書
を

除
く
。)

の
う
ち
、
青
森
県
公
安
委
員
会

(

以
下

｢

公
安
委
員
会｣

と
い
う
。)

の
委
員
長
及

び
委
員
並
び
に
青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
総
務
課
公
安
委
員
会
補
佐
官

(

以
下

｢

補
佐
官｣

と

い
う
。)

及
び
青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
総
務
課
公
安
委
員
会
係
の
職
員

(

以
下

｢

係
員｣

と

い
う
。)

が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
的
に
用

い
る
も
の
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

二

歴
史
公
文
書

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
行
政
文
書
そ
の
他
の
文
書

(

図
画
、
写
真
、
フ
ィ

ル
ム
及
び
電
磁
的
記
録

(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。)

を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

を
い
う
。

三

特
定
歴
史
公
文
書

歴
史
公
文
書
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

公
文
書
セ
ン
タ
ー

(

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八

号)

第
二
十
八
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
文
書
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
移
管
さ
れ
た
も
の
及
び
特
定
保
存
し
て
い
る
も
の

ロ

法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
か
ら
公
文
書
セ
ン
タ
ー
又
は
文
書
管
理
者
に
寄
贈
さ
れ
、

又
は
寄
託
さ
れ
た
も
の

(

イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

四

特
定
保
存

文
書
管
理
者
に
お
い
て
歴
史
公
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
を
い
う
。

(

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書)

第
三
条

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
の
会
議
録

(

公
安
委
員
会
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で
あ
っ
て
、
公
安

委
員
会
が
会
議
録
と
併
せ
て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
も
の
を
含
む
。)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
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( )

二

警
察
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
三
条
の

二
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

三

法
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

四

公
安
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
定
め
そ
の
他
公
安
委
員
会
の
委
員
長
又
は
委
員
の
作
成
に
係

る
公
安
委
員
会
の
意
思
決
定
に
関
す
る
行
政
文
書

(

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

五

公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
の
委
員
長
若
し
く
は
委
員
宛
て
の
意
見
、
要
望
及
び
そ
の
処

理
に
関
す
る
行
政
文
書

六

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
、
移
管
・
廃
棄
簿
、
目
録
そ
の
他
の
文
書
管
理
に
関
す
る
行
政

文
書

七

そ
の
他
公
安
委
員
会
が
自
ら
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
行
政
文
書

(

責
務)

第
四
条

補
佐
官
及
び
係
員
は
、
こ
の
規
則
及
び
公
安
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
行
政
文

書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

行
政
文
書
の
管
理
体
制

(

公
安
委
員
会
の
行
政
文
書
等
管
理
事
務)

第
五
条

公
安
委
員
会
は
、
行
政
文
書
及
び
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も

の
と
す
る
。

一

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
及
び
移
管
・
廃
棄
簿
並
び
に
特
定
歴
史
公
文
書
の
目
録
の
整
備

に
関
す
る
こ
と
。

二

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理

に
関
す
る
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施
機
関

(

公
安
委
員
会
を
除
く
。)

と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の
他

の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

(

管
理
体
制)

第
六
条

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
適
正
な
保
存
、
利
用
そ
の

他
の
管
理
を
行
う
た
め
、
文
書
管
理
者
及
び
文
書
管
理
補
助
者
を
置
く
。

(

文
書
管
理
者)

第
七
条

文
書
管
理
者
は
、
補
佐
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
及
び
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
の
行
う
行
政
文
書
等
管
理
事
務
を
補
佐
す
る
こ
と
。

二

行
政
文
書
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
こ
と
。

五

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
又
は
廃
棄

(

移
管
・
廃
棄
簿
へ
の
記
載
を
含
む
。)

に
関
す
る

こ
と
。

六

歴
史
公
文
書
の
保
存
及
び
移
管
に
関
す
る
こ
と
。

七

特
定
歴
史
公
文
書
の
目
録
へ
の
記
載
に
関
す
る
こ
と
。

八

特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

九

特
定
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

十

特
定
歴
史
公
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
点
検
、
管
理
並
び
に
そ
の
状
況
の
報
告
に
関

す
る
こ
と
。

十
一

行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管

理
に
関
す
る
係
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(

文
書
管
理
補
助
者)

第
八
条

文
書
管
理
補
助
者
は
、
係
員
の
中
か
ら
文
書
管
理
者
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

文
書
管
理
補
助
者
は
、
文
書
管
理
者
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

行
政
文
書
の
管
理

(

行
政
文
書
の
作
成
義
務)

第
九
条

補
佐
官
及
び
係
員
は
、
第
一
条
の
目
的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
意
思
決
定
に
至
る
過
程

並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処

理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
行
政
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

保
存
期
間
の
設
定
等)

第
十
条

補
佐
官
及
び
係
員
が
、
行
政
文
書
を
作
成
・
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
に
つ
い

て
、
性
質
、
内
容
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ
て
系
統
的
な
分
類
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

法
律
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
保
存
期
間
の
定
め
が
あ
る
行
政
文
書
に
あ
っ

て
は
、
当
該
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
規
定
に
当
た
ら
な
い
行
政
文
書
に
あ
っ
て
は
、
別
表
に
基
づ
き
定
め
る

｢

行
政
文
書

分
類
基
準
表｣
の
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
歴
史
公
文
書
に
該
当
す
る
行
政
文
書
は
、
一
年
以
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( )

上
の
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文
書
を
作
成
・
取
得
し
た
日(

以
下｢

文
書
作
成
取
得
日｣

と
い
う
。)

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日

(

同
日
以
外
の
日
を
保
存
期
間
の
起
算

日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
文
書
管
理
者
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
文
書
作
成
取
得
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で
当
該
文
書
管
理
者
が
定
め
る
日)

と
す
る

こ
と
。

ロ

文
書
作
成
取
得
日
に
お
い
て
は
不
確
定
で
あ
る
期
間
を
保
存
期
間
と
す
る
行
政
文
書
に
あ
っ

て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
行
政
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
適
時
に
、

相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政
文
書

(

保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の

に
限
る
。)

は
、
一
の
集
合
物

(

以
下

｢
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル｣

と
い
う
。)

に
ま
と
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
性
質
、
内
容
そ
の
他
の
特
性
に
応

じ
て
系
統
的
な
分
類
を
し
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
定
め
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
名
を
付
す
る

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
の
保
存
期
間
に

よ
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
行
政
文
書
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
た
日
の
う
ち
最
も

早
い
日

(

以
下

｢

フ
ァ
イ
ル
作
成
日｣

と
い
う
。)

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日

(

同
日
以
外
の
日
を
保
存
期
間
の
起
算
日
と
す
る
こ
と
が
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す

る
と
文
書
管
理
者
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
か
ら
一
年
以
内
の
日
で

文
書
管
理
者
が
定
め
る
日)

と
す
る
こ
と
。

ロ

文
書
作
成
取
得
日
に
お
い
て
は
不
確
定
で
あ
る
期
間
を
保
存
期
間
と
す
る
行
政
文
書
が
ま

と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
当
該
各
号

に
定
め
る
日
ま
で
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
に
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ

ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
調
査
が
終
了
す
る
日

二

現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
文

書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
訴
訟
が
終
結
す
る
日

三

現
に
係
属
し
て
い
る
不
服
申
立
て
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決

定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

四

情
報
公
開
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
が
あ
っ
た
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書

フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
情
報
公
開
条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二

項
に
規
定
す
る
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

五

事
務
又
は
事
業
の
処
理
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
必
要
と
さ
れ
る
期
間
が
経
過
す
る
日

(

保
存
期
間
延
長
の
報
告)

第
十
一
条

文
書
管
理
者
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の

保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
延
長
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
安
委
員

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
年
度
、
分
類
及
び
名
称

二

延
長
後
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日

三

延
長
の
理
由

(

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置)

第
十
二
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
の
前
の

で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
と
し
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
へ

の
移
管
の
措
置
、
特
定
保
存
の
措
置
又
は
廃
棄
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措
置
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
書
分
類
の
基
準)

第
十
三
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
分
類
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
分
類
は
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
文
書
及
び
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
分
類
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
分
類
基
準
表
に
よ
る
分

類
記
号
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
当
該
行
政
文
書
又
は
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

の
所
定
の
欄
又
は
余
白
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存)

第
十
四
条

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間

(

延
長
さ
れ
た
場
合
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( )

に
あ
っ
て
は
、
延
長
後
の
保
存
期
間
。
以
下
同
じ
。)

の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
適
切
な
保
存

及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容

易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿)

第
十
五
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
少
な
く
と
も
毎

年
度
一
回
、
次
に
掲
げ
る
事
項

(

不
開
示
情
報

(

情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不

開
示
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理

簿

(

様
式
第
一
号)
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
保
存
期
間
が
設
定

さ
れ
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
分
類
、
名
称
及
び
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
の
属
す
る
年
度

二

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日

三

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置

四

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
場
所
及
び
文
書
管
理
者

五

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
媒
体

六

そ
の
他
文
書
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

公
安
委
員
会
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
つ
い
て
、
公
安
委
員
会
の
情
報
公
開
窓
口
に

備
え
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー

に
移
管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
当
該
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
関
す
る
記
載
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移

管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
た
日
等
に
つ
い
て
、
移
管
・
廃
棄
簿

(
様
式
第
二
号)

に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
第
十
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
延
長
し
た
と
き
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の

当
該
行
政
文
書
の
保
存
期
間
満
了
日
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

移
管
又
は
廃
棄)

第
十
六
条

文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
の
指
示
に
従
い
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移
管
し
、
特
定
保
存
を
し
、
又
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
そ
の
日

の
六
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
に
係
る
日
の
五
十
日
前

ま
で
に
、
そ
の
旨
を
青
森
県
知
事(

以
下｢

知
事｣

と
い
う
。)

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
に
つ
い
て
、

知
事
か
ら
廃
棄
の
措
置
を
取
ら
な
い
よ
う
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
文
書
管
理
者
に
対
し
、
そ
の

旨
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
を
受
け
た
文
書
管
理
者
は
、

当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
新
た
に
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定

し
、
又
は
第
十
二
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
の
措
置
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
行
政
文
書
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

該
不
開
示
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

管
理
状
況
の
報
告)

第
十
七
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
記
載
状
況
そ
の
他
の
行
政
文
書
の
管

理
の
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

紛
失
及
び
誤
廃
棄
へ
の
対
応)

第
十
八
条

文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
紛
失
又
は
誤
廃
棄
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き

は
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
被
害
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄

(

保
存)

第
十
九
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、

適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
り
、
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

た
上
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
適
切
な
保
存
を

確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
の

保
存
を
公
文
書
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
を
公
文
書
セ
ン
タ
ー
の
長
に
委
託
し
た
と
き
は
、

目
録(

様
式
第
三
号)

の
当
該
歴
史
公
文
書
に
関
す
る
保
存
場
所
の
記
載
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、

委
託
し
た
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

目
録)

第
二
十
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
適
切
な
保
存
を
行
い
、
及
び
適
切
な
利
用
に
資
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( )

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項

(

不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
記
載
し
た
目
録

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
歴
史
公
文
書
の
作
成
・
取
得
年
度
、
分
類
及
び
名
称

二

特
定
歴
史
公
文
書
の
移
管
又
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
し
た
者
の
名
称
又
は
氏
名

三

特
定
歴
史
公
文
書
の
移
管
若
し
く
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
受
け
た
時
期
又
は
特
定
保
存
を

開
始
し
た
時
期

四

特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
場
所
及
び
管
理
者

五

特
定
歴
史
公
文
書
の
記
録
媒
体
の
種
別

六

そ
の
他
参
考
事
項

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
目
録
に
つ
い
て
、
公
安
委
員
会
の
情
報
公
開
窓
口
に
備
え
、
一
般
の

閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

利
用)

第
二
十
一
条

特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
条
例
及
び
青
森
県
個
人
情
報
保

護
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

廃
棄)

第
二
十
二
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
に
つ
い
て
、
劣
化
が
著
し
く
判
読
及
び
修
復
が

困
難
な
た
め
利
用
で
き
な
く
な
り
、
又
は
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合

は
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
書
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
六
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
の
廃
棄
に
係
る
日
の
五
十

日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
文
書
管
理
者
は
、
当
該
文
書
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る

日
の
五
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
及
び
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

(

不
開
示
情
報
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
を
廃
棄
し
た
と
き
は
、
目
録
に
廃
棄
し
た
日
及
び
そ
の
理

由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
状
況
の
報
告)

第
二
十
三
条

文
書
管
理
者
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
の
状
況
に
つ
い
て
、

毎
年
度
、
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、

当
該
報
告
を
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

(

研
修)

第
二
十
四
条

文
書
管
理
者
は
、
係
員
に
対
し
、
行
政
文
書
の
取
扱
い
及
び
適
正
な
管
理
並
び
に
歴

史
公
文
書
の
保
存
、
利
用
そ
の
他
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
及
び

向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

他
法
令
と
の
関
係)

第
二
十
五
条

行
政
文
書
そ
の
他
の
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
律
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
法

令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

細
則)

第
二
十
六
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

適
用
区
分)

２

第
三
章
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
作
成
し
、

又
は
取
得
し
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
行
政
文
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
保
有
し
て
い
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
の
規
定
の
例
に

よ
っ
て
取
り
扱
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
移
管
さ
れ
、
又
は
特
定
保
存
が
さ
れ
た
行
政
文
書

は
、
特
定
歴
史
公
文
書
と
み
な
す
。

青 森 県 報平成26年３月28日 金曜日 号外第22号5
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様式第１号（第１５条関係）

行政文書ファイル管理簿

作成・ 保存 保存期間 媒体 保 存 満了後
年 度 分類記号 行政文書ファイル名 起算日 管理者 備考

(歴史公文書) 取得者 期間 満 了 日 種別 場 所 の措置

別
表
（
第
１
０
条
関
係
）

保
存
期
間

行
政
文
書

保
存
期
間
満
了
後
の
措
置

３
０
年

委
員
会
の
会
議
録
（
委
員
会
の

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安

会
議
に
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で
委
員
会
の
会
議
に
係
る
行
政
文

あ
っ
て
、
委
員
会
が
会
議
録
と
併
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、
そ
の
内
容

せ
て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

め
た
も
の
を
含
む
。
）

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
定
め

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安

そ
の
他
委
員
会
の
委
員
長
又
は
委
委
員
会
の
運
営
に
係
る
行
政
文

員
の
作
成
に
係
る
委
員
会
の
意
思
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、
そ
の
内
容

決
定
に
関
す
る
文
書

に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

移
管
・
廃
棄
簿

廃
棄

５
年

警
察
法
第
４
３
条
の
２
に
規
定

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安

す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

委
員
会
の
監
察
の
指
示
等
に
係

る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

廃
棄
）

３
年

委
員
会
の
会
議
資
料

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安

委
員
会
の
会
議
に
係
る
行
政
文

書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、
そ
の
内
容

に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

１
年

警
察
法
第
７
９
条
に
規
定
す
る

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安

事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

委
員
会
の
苦
情
の
申
出
等
に
関

す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で

、
そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
廃
棄
）

委
員
会
又
は
委
員
会
の
委
員
長

廃
棄

若
し
く
は
委
員
宛
て
の
意
見
、
要

望
及
び
そ
の
処
理
に
関
す
る
行
政

文
書

無
期
限

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿

目
録
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様式第３号（第１９条関係）

目 録

移管、寄贈・寄 特定保存開始日、又は 保 存 媒体 そ の 他
年 度 分類記号 特定歴史公文書の名称 託した者の名称 移管、寄贈・寄託を 管 理 者

又は氏名 受けた時期 場 所 種別 参考事項

様式第２号（第１５条関係）

移管・廃棄簿

行政文書ファイル名 保存 保存期間 媒体 移 管 ・ 移 管 日 参 考 事 項
年 度 分類記号 起算日

（歴史公文書） 期間 満 了 日 種別 廃棄の別 廃 棄 日 保存依託先

移 管 ・
職 氏名 印

廃棄担当者

文書管理者 確認日 平成 年 月 日

確 認 職 氏名 印



( )

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中

｢
(

青
森
県
警
察
学
校

(

以
下

｢

警
察
学
校｣

と
い
う
。)

に
お
け
る
教
養
を

除
く
。)

｣

を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢

警
察
学
校｣

を｢

青
森
県
警
察
学
校(

以
下｢

警
察
学
校｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則

(

昭
和
二
十
九
年
七
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志
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別表

青 森 県 警 察 職 員 定 員 表

区分

本部､ 署名
警 視 警 部 警部補

巡 査

部 長
巡 査 小 計

一 般

職 員
合 計

県 警 察 本 部
青 森 警 察 署
青森南警察署
外ヶ浜警察署
大 間 警 察 署
む つ 警 察 署
野辺地警察署
弘 前 警 察 署
鰺ケ沢警察署
つがる警察署
五所川原警察署
板 柳 警 察 署
黒 石 警 察 署
八 戸 警 察 署
三 戸 警 察 署
五 戸 警 察 署
十和田警察署
七 戸 警 察 署
三 沢 警 察 署

64
4
1
1
1
2
1
5
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
2

101
11
4
1
3
6
5
10
5
4
7
1
8
10
4
3
6
4
6

306
64
7
9
5
16
11
50
6
7
24
7
20
59
12
7
17
10
17

218
98
8
7
7
24
15
67
9
16
26
5
32
81
8
8
21
8
18

98
130
10
8
5
29
17
82
17
12
43
8
32
105
16
6
33
15
30

787
307
30
26
21
77
49
214
38
40
102
22
94
259
41
25
79
38
73

250
19
4
4
3
9
4
13
4
4
8
4
8
25
4
3
7
4
9

1,037
326
34
30
24
86
53
227
42
44
110
26
102
284
45
28
86
42
82

合 計 97 199 654 676 696 2,322 386 2,708



( )

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
県
道
八
戸
環
状
線
の
項
中

｢
｢

を

｣
に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
八
戸
市
大
字
根
城
字
牛
ケ
沢
十
三
番
地
ま
で

青
森
県
八
戸
市
大
字
根
城
字

青
森
県
八
戸
市
大
字
糠
塚
字

青
森
県
八
戸
市
大
字
中
居
林

牛
ケ
沢
十
三
番
地
ま
で

大
開
十
一
番
地
十
六
か
ら

字
道
合
二
十
五
番
地
三
ま
で



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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